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みかん農家の皆様ヘ

この制度は、平成 22年産みかんからスター トし、今年で 13

年目を迎えます。
消費者の代表である「味覚のプロ」によつて、みかんの区別

化を行い、原産地の個性や背景にかかる明確化された基準に基
づき公的機関が認定を行います。(詳 しくは裏面をご覧くださ
い。)

「認定みかん」の認知度も、ふるさと納税の返礼品に活用さ
れるなど、徐々に高まつています。

農家の皆様は是非この制度をご活用ください。
(な お、共選加入農家については、共選事務局から申請します
ので、組合員からの申請は必要ありません。)

受付締切 令和4年 8月 31日 (水 )

申請書用紙

市役所 有田みかん課に置いています。

また、有田市ホームページからもダウンロー ドできます。

詳細については、下記までお問い合わせください。

【申請先、お問い合わせ先 】

有田市役所 有田みかん課

〒649-0392 有田市箕島50番地

TEL 0737-22-3635(直通)

FAX  0737-83-3108
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有田市原産地呼称管理制度
「
il定みかん」へ申請してみませんか?
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有 田 市 原 産 地 呼 称 管 理 制 度 と は ?

有田市では、より高い品質の農産物及び農産物加工品を提供していくことで生

産情報を消費者へ開示し、消費者の信頼を得ながら地域の振興を図ることを目的
とした「有田市原産地呼称管理制度」を創設しております。この制度では、味覚等
による区別化を行い、原産地の個性や背景に係る明確化された基準に基づき公的

機関が認定を行います。
平成22年度から温州みかんの果実を対象に制度をスター トし、平成 23年度

に温州みかんジュースを品目に追加しました。選りすぐりの高品質である『有田Q
UALITY』 を認定し、消費者ヘアピールすることで、さらなる需要拡大を目指
します。

制度を運営する組織として、全体を統括する「有田市原産地呼称管理委員会」、

品目別の基準を検討 口決定し、申請から審査までの運営を行う「品目別委員会」、

官能審査を実施して合否を判定する「官能審査委員会」を設置します。各委員は

生産者、流通関係者、消費者、学識経験者、食に関する専門家などで構成し、申

請のあつた商品について基準を満たすものかどうかについて公正厳格に審査し認
定します。

。制度の運営に係る基本的事項を検討 し

決定します。
・事務局は有田市ふるさと創生室です。

・品目別に認定基準を検討、決定します。

・書類審査の審査基準、審査方法等を検討・決定します。

・認定に係る書類審査を実施します。

審査の流れ

①農家からの認定申請

②みかん委員会による申請園地の現地審査

③農家から糖酸分析用のサンプル果実提出

④一次審査

⑤農家から官能審査用のサンプル果実提出

⑥官能審査委員会による官能審査により、認定

管理委員会

(みかん委員会 )

官能審査委員会

・品目別に官能審査の審査基準、審査方法を

検討、決定します。

・官能審査を実施し、合否を判定します。

口不認定が最終的に決定

品目別委員会



ケータイショップでマイナンバーカード申請猛

オススメする3つの理臨

0スマホに証明写真アプリをダウンロードします。

②アプリで顔写真を撮影します。

こちらt‐]

ダウンE一 ヽ
できます :

豊Ω豊簸冬
‐・  ′ ツ∨  ′ ツΨ  I==ヽイVlhi 4∨ V)ド右のような写真は不適切な例です。

(01専用のWEBサイトで名前、住所、生年月日、性別、および写真、その他必要な情報を登録します。

0申請完了後、本チラシの裏面に申請受付番号を記してお渡しします。

0申請手続が完了したら、あとは市区町村からの交付通知書 (ハガキ)を待つだけ。
☆ケータイショップで申請いただいてから通知書が届<ま でおおむね lヶ 月程度 {Ⅲ I

★QRコ ード付さ交付申請書をお持ちの場合、マイナンバーカードが早<交 付されます。

,・ マイナンバーカードの申請が一定期間内 |こ 集中したり市区町村の窓□が混雑している場合はこれ以上の

お時間がかかる場合があります。

0交付通知書が届いたらマイナンバーカードを市区町村に受け取りに行きましょう。

(お 持ちいただ<も の )

・交付遇矢0書 (は がき)、
「違知カーード」(令 和 2年 5月 以前に交付を受けている方 )、 本人確認書類、

住民基本台帳カード (お持ちの方のみ )

<申請 内容や写 真 に不備 があつた場合 >
□申請内容に不備がある場合は、市区]J村や」―LIS(地方公共団体情報システム機構)か らご連絡をする場合があります。

くお客 さまの大 切な個人情報を守るために>
申請をご自身のスマホで|ま なく、店頭に用意したデバイスで行つた方は.以下の内容を店頭スタッフと一緒にご確認ください。

ロブラウザ上の履歴にお客さまの申請情報が残っていない。

□お客さまの顔写真のデータが消去されている。

□予測変換|こ お客さまの情報が残っていない。

□ご登録情報は本甲請以外の目的で使用することは一切ありません。

□店箋ではお害さますメ[´、
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<交付通知書に関するお問い合わせ先 >
□お客様の住民票住所記載の自治体へお問い合わせください。
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QRコード付き交付申請書をお持ちの方
*も 、お持ちでない方も、スマホをお持ちで

ない方もショップスタッフが申請完了までしつかリサポートさせていただきます。
まQRロ ード付き交付申請書をお持ちいただくとカードがより皇くお手元に届きます。                  IPhOne用        Androld用
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マイナンバーと本人確認書類が

同時に必要な場面も、これ 電枚でOK!
他にもライブ会場の入場や会員登録など

幅広く使え議す !
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本人が同意すれば、全国どこにいても、

医療機関や業局で過去の服薬履歴や

特定健診情報などが確認できます。

確定申告 (e^Tax)を はじめ、子育てなどに簡する

手続きもオンライン申請で便利に行えます。

疲利な『マイナポ‐タル」が使える :‐
1凛

ご自身の情報の確認やオンライン申請ができる

自分専用サイト「マイナポータル」が

使えるようになります。

※カードを既に取得した方のうち、マイナポイント第 1弾の未申込者も含まれます

諄編はマイナポイント事業のホームページにて順次お知らせします

忙しくて市区町村の窓[1に 行けないときも、

コンピニで住民票の写しなどの

公的な証明書を発行でき議す。

公金受取口座を登録することで、

年金や児童手当など、今後申講をするときに、

日座情報の記入や通帳の写しなどを

提出する必要がなくなります。
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新型コロナワクチン接種証磁書がスマートフォン

日本匹1内 用と海外用t')接 粧証鰐■i['■ ヾ―‐
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各種オンライン決済サービスにおける口座登録、

オンラインでの住宅ローン契約や

証券口座開設などのときに使えて、

書類郵送などの手間がかかりません。

※1市区町村によってサービスが興なります ※2毎日6:30か ら23:00ま で利用できます(市区町村により興なる場合があります)※3対応する医療機関・薬局は順次拡大していきます
※4マイナンバーカード菫み取りに対応しているスマートフォン又はlCカ ードリーダーとパソコンが必要です

マイナン,1-カ ー
l:Lを 使つて申込みすると

最大 のポイントがもらえる:
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ケータイショップではデジタル活用支援講座としてマイナンバーカード取得後のサポート(※ )も行っています。

ぜひご参加ください (対象店舗のみ)。

※マイナポータルの活用方法、マイナポイントの申込方法、など
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お客様の申請受付番号 (数字とアルファベットの5桁 )

右のQRコードからログインし、申請受付番号を入力すると市区町村へ申請書が発送されたかどうか確認できます。 蝠

マイナずイント
第2椰
実施中II

カー∴取得は、
ぉ早Lめに :

マイナンバーカードの新規取得等Xで

の

える !

20221年 1月 1日から秦施中
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腱議保険証としての利用申込みで

ホィンきヽ〕■もつえら i

公金受取口座の登録で

卜がもらえる
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D出 ら ポイントの申込み受付・付与を奏籠中日


